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一 般 会 計
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平成３１年度(２０１９年度)日光市一般会計予算 
 

平成３１年度(２０１９年度)日光市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４３，７６０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（継続費） 

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第

２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、  

２，５００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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第１表　歳入歳出予算
 歳　入

金 額
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金 額
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金 額

歳 入 合 計
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 歳　出
金 額
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金 額

歳 出 合 計
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第 ２ 表   継  続  費
（単位：千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 割 額

81,200

189,400

82,500

192,400

127,500

249,000

81,900

272,900

191,100

平 成 32 年 度

年 度

１０　教育費  ３　中学校費
三依小中学校屋内運
動場整備事業

270,600
平 成 31 年 度

１０　教育費  ５　社会教育費 三依公民館整備事業 274,900
平 成 31 年 度

平 成 32 年 度

１０　教育費  ５　社会教育費 豊岡公民館整備事業 376,500
平 成 31 年 度

平 成 32 年 度

平 成 33 年 度

１０　教育費  ６　保健体育費
霧降スケートセンター
冷凍機・冷却塔改修
事業

545,900

平 成 31 年 度

平 成 32 年 度
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第 ３ 表   債務負担行為
（単位：千円）

平成31年度農業近代化資金利子補給金
自 平 成 32 年 度

平成31年度に融資を受け
た融資残高に対し、日光市
農業近代化資金等利子補
給金交付要綱第5条に規
定する率を乗じて得た額

至 平 成 46 年 度

平成31年度農業振興資金利子補給金
自 平 成 32 年 度

平成31年度に融資を受け
た融資残高に対し、日光市
農業振興資金利子補給金
交付要綱第5条に規定する
率を乗じて得た額

至 平 成 36 年 度

平成31年度合併処理浄化槽転換工事資金利子補給金
自 平 成 32 年 度 平成3１年度に融資を受け

た資金の利子補給額至 平 成 36 年 度

日光聖苑指定管理料
自 平 成 32 年 度

2,400
至 平 成 34 年 度

平成31年度過疎地域等医療機関看護師人材育成
修学資金貸付金

平 成 32 年 度 か ら
貸 付 が 終 了 す る
年 度 ま で

平成31年度に貸付の決定
をした額

成人健康診査業務委託料
自 平 成 31 年 度

平成3１年度に契約締結し
た成人健康診査業務に係
る委託料のうち、翌年度以
降に支払う額

至 平 成 32 年 度

小来川・西川・栗山デイサービスセンター指定管理料
自 平 成 32 年 度

1,800
至 平 成 34 年 度

成年後見等開始審判申立業務委託料
平 成 31 年 度 か ら
業 務 完 了 の 日 の
属 す る 年 度 ま で

平成3１年度に契約締結し
た申立業務に係る委託料
のうち、翌年度以降に支払
う額

平成31年度過疎地域介護保険事業所人材育成
修学資金貸付金

平 成 32 年 度 か ら
貸 付 が 終 了 す る
年 度 ま で

平成31年度に貸付の決定
をした修学資金のうち、翌
年度以降に貸付を行う額

11,000
至 平 成 32 年 度

訴訟業務委託料
平 成 31 年 度 か ら
事 件 が 完 結 す る
年 度 ま で

平成31年度に契約締結し
た訴訟業務に係る委託料
のうち、翌年度以降に支払
う額

事 項 期 間 限 度 額

みどり市鉄道経営対策事業基金拠出金
自 平 成 32 年 度

7,800

会計年度任用職員制度導入に係る人事給与システム借上料
自 平 成 32 年 度

52,800

至 平 成 35 年 度

塵芥収集業務委託料
自 平 成 32 年 度

56,700
至 平 成 33 年 度

至 平 成 33 年 度

資源物売渡し運搬業務委託料
自 平 成 32 年 度

1,900
至 平 成 33 年 度

庁内ネットワークプリンタ更新業務委託料
自 平 成 31 年 度
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事 項 期 間 限 度 額

平　成　32　年　度

温泉保養センター「鬼怒川公園岩風呂」指定管理料 平　成　32　年　度 300

平成31年度民間建築物耐震改修等補助金
平成31年度に交付の決定
をした補助金のうち、翌年
度以降に交付する額

給食調理等業務委託料
（今市中、豊岡中、日光学校給食センター、足尾学校給食セ
ンター）

自 平成 31 年度
272,000

至 平成 34 年度

運動公園等指定管理料 500

日光運動公園・細尾ドームリンク・日光体育館指定管理料 平　成　32　年　度 2,400

平　成　32　年　度

平成31年度奨学資金貸付金
平成 32 年 度 か ら
貸付が終了す る
年 度 ま で

平成31年度に貸付の決定
をした奨学金のうち、翌年
度以降に貸付を行う額

図書館指定管理料
自 平成 32 年度

8,800
至 平成 33 年度

市道国道120号～千手が浜線道路補修工事費 平　成　32　年　度 28,800

スクールバス運行委託料
自 平成 31 年度

40,000
至 平成 34 年度

自 平成 32 年度
6,000

至 平成 34 年度

小倉山森林公園指定管理料
自 平成 32 年度

1,400
至 平成 33 年度

中心市街地集客拠点施設指定管理料

平成31年度東日本大震災の被災に伴う農漁業緊急
支援資金利子補給金

自 平成 32 年度

平成31年度に融資を受け
た融資残高に対し、日光市
東日本大震災の被災に伴
う農漁業緊急支援資金利
子補給金交付要綱第5条
に規定する率を乗じて得た
額

至 平成 36 年度

栃木県信用保証協会の平成31年度日光市中小企業
振興資金融資保証に対する損失補償

自 平成 31 年度

平成31年度の融資額のう
ち、栃木県信用保証協会
が債務の保証を行うことに
より生ずる代位弁済額から
㈱日本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除した
額の2分の1に相当する額。
ただし、責任共有制度負担
金方式の対象となるもの
は、平成19年10月1日締結
の損失補償契約の変更契
約書第１条によるものとす
る。

至 平成 45 年度
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第 ４ 表    地  方  債

（単位：千円）

集 会 所 等 整 備 事 業 35,200

償 還 の 方 法

バ ス 整 備 事 業 17,000

市 役 所 庁 舎 等 整 備 事 業 813,500

起債の方法 利 率起 債 の 目 的 限 度 額

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 68,900

社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 20,800

地 方 鉄 道 支 援 事 業 81,100

高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 事 業 9,200

清 掃 施 設 整 備 事 業 472,400

農 業 基 盤 整 備 事 業 11,800

農 業 施 設 等 整 備 事 業 145,000

街 な み 環 境 整 備 事 業 83,600

街 路 整 備 事 業 13,900

林 道 整 備 事 業 83,900

観 光 施 設 等 整 備 事 業 43,000

公 園 整 備 事 業 145,900

市 営 住 宅 改 修 事 業

道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業 674,500

27,000

用 水 路 整 備 事 業 27,900

164,200

5,500

中 学 校 整 備 事 業 135,200

文 化 財 保 護 事 業

１．５％以内

社 会 体 育 施 設 整 備 事 業 101,500

農 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 1

消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 98,800

1

1

過疎地域自立促進特別事業 49,700

学 校 給 食 施 設 整 備 事 業 81,200

公共土木施設災害復旧事業

急 傾 斜 地 対 策 事 業 6,000

小 学 校 整 備 事 業

臨 時 財 政 対 策 債 1,222,000

林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 34,100

公 民 館 等 整 備 事 業 258,700

公 共 施 設 等 災 害 復 旧 事 業

政府資金につい
ては、その融通条
件により、銀行そ
の他の場合には、
その債権者と協定
するところによる。

ただし、市財政

の都合により、据

置期間及び償還

期限を短縮し、も

しくは繰上償還又

は低利債に借り換

えることができる。

（ ただし、利率
見直し方式で
借 り 入 れ る 資
金 に つ い て 、
利率の見直し
を 行 っ た 後 に
お い て は 、 当
該見直し後の
利率 ）

普通貸借

ま た は

証券発行
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　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書
１　総 　括
  （歳　入）
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  （歳　出）
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２ 歳　入
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３　歳　出

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明
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款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明
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款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明
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款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明
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款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明
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款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明
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款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明
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款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明
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款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明
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款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 94−

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 95−

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 96−

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 97−

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 98−

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 99−

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 100 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 101 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 102 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 103 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 104 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 105 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 106 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 107 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 108 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 109 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 110 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 111 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 112 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 113 −

  

  

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 114 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 115 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 116 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 117 −

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 118 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 119 −

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 120 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 121 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 122 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 123 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 124 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 125 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 126 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 127 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 128 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 129 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 130 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 131 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 132 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 133 −

 3款 民生費

  

 普通旅費 108  障がい児通園施設運営費

11 需用費 74,214  消耗品費 8,061 9,654 

 燃料費 5,534  地域子育て支援センター運営費

 食糧費 1 14,765 

 印刷製本費 21  民間保育園等運営費

 光熱水費 15,200 1,655,204 

 修繕料 5,205  民間児童館運営費 9,924 

 賄材料費 39,944  放課後児童健全育成事業費

 医薬材料費 248 328,073 

12 役務費 4,017  通信運搬費 1,819  たんぽぽ広場運営費 2,435 

 手数料 986  地域子育て支援センター整備事

 火災保険料 452  業費 3,556 

 損害保険料 760 

13 委託料 1,336,956  業務委託料 40,762 

 測量・設計等委 8,216 

 託料

 設計監理委託料 7,125 

 保守委託料 197 

 施設維持管理委 762 

 託料

 保育委託料 92 

 放課後児童クラ 234,254 

 ブ運営委託料

 民間保育園等運 1,045,548 

 営委託料

14 使用料及び賃 11,143  土地借上料 2,929 

借料  建物等借上料 7,321 

 機械等借上料 239 

 自動車借上料 654 

15 工事請負費 80,301  改修工事請負費 1,078 

説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 134 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 135 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 136 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 137 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 138 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 139 −

  

  

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 140 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 141 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 142 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 143 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 144 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 145 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 146 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 147 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 148 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 149 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 150 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 151 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 152 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 153 −

  

  

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 154 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 155 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 156 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 157 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 158 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 159 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 160 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 161 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 162 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 163 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 164 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 165 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 166 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 167 −

  

  

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 168 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 169 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 170 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 171 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 172 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 173 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 174 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 175 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 176 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 177 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 178 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 179 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 180 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 181 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 182 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 183 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 184 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 185 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 186 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 187 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 188 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 189 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 190 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 191 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 192 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 193 −

  

  

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 194 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 195 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 196 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 197 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 198 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 199 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 200 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 201 −

  

  

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 202 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 203 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 204 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 205 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 206 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 207 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 208 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 209 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 210 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 211 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 212 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 213 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 214 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 215 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 216 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 217 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 218 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 219 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 220 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 221 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 222 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 223 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 224 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 225 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 226 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 227 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 228 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 229 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 230 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 231 −

  内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 232 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 233 −

  

  

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 234 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他



− 235 −

  

  

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明



− 236 −

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源



− 237 −

  

  

  

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

金 額

説 明

説 明
節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明



− 238 −

給 　与　 費 　明　 細　 書



− 239 −



− 240 −



− 241 −



− 242 −



− 243 −



− 244 −



− 245 −
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（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

人 事 評 価 シ ス テ ム
構 築 業 務 委 託 料

33,000 29～30 4,602 31～33 6,902 6,902

人 事 給 与 シ ス テ ム
機 器 等 借 上 料

81,066 29～30 22,844 31～33 34,265 34,265

人事給与・庶務事務システム改
元 対 応 改 修 業 務 委 託 料

1,900 31 1,900 1,900

会計年度任用職員制度導入に
係る人事給与システム借上料

52,800 32～33 52,800 52,800

財 務 会 計 シ ス テ ム 等
再 構 築 事 業 費

100,000 30 2,553 31～35 72,622 72,622

第 3 ・ 第 4 庁 舎 改 修 事 業 費 102,000 31 102,000 96,900 5,100

日 光 市 民 活 動 支 援 セ ン タ ー
指 定 管 理 料

48,300 30 32,184 31 16,092 16,092

日 光 市 民 活 動 支 援 セ ン タ ー
指 定 管 理 料

300 31 300 300

み ど り 市 鉄 道 経 営 対 策
事 業 基 金 拠 出 金

7,800 32～35 7,800 7,800

庁 内 情 報 系 シ ス テ ム サ ー バ
保 守 業 務 委 託 料

46,000 26～30 24,640 31～32 21,360 21,360

庁 内 ネ ッ ト ワ ー ク プ リ ン タ
更 新 業 務 委 託 料

11,000 31～32 11,000 11,000

Ｊ Ｒ 今 市 駅 ・ 東 武 下 今 市 駅
自 転 車 駐 車 場 管 理 等
業 務 委 託 料

50,900 28～30 29,733 31～32 20,096 20,096

訴 訟 業 務 委 託 料

平成30年度に契約締
結した訴訟業務に係る
委託料のうち、翌年度
以降に支払う額

31
～

事件が完結
するまで

平成30年度に契
約締結した訴訟
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

平成30年度に契
約締結した訴訟
業務に係る委託
料のうち、翌年度
以降に支払う額

訴 訟 業 務 委 託 料

平成31年度に契約締
結した訴訟業務に係る
委託料のうち、翌年度
以降に支払う額

31
～

事件が完結
するまで

平成3１年度に契
約締結した訴訟
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

平成31年度に契
約締結した訴訟
業務に係る委託
料のうち、翌年度
以降に支払う額

LED 防 犯 灯 器 具 借 上 料 200,000 25～30 71,774 31～35 128,226 128,226

栃 木 県 議 会 議 員 選 挙
公 設 ポ ス タ ー 掲 示 場
設 置 撤 去 工 事 請 負 費

9,100 31 9,100 9,100

成 年 後 見 等 開 始 審 判
申 立 業 務 委 託 料

平成30年度に契約締
結した申立業務に係る
委託料のうち、翌年度
以降に支払う額

31
～

業務完了す
る年度まで

平成30年度に契
約締結した申立
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

平成30年度に契
約締結した申立
業務に係る委託
料のうち、翌年度
以降に支払う額

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

債 務 負 担 行 為 で 平 成 31 年 度 （ 2019 年 度 ） 以 降 に わ た る も の に つ い て の
平 成 30 年 度 （ 2018 年 度 ） 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 及 び
平 成 31 年 度 （ 2019 年 度 ） 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

成 年 後 見 等 開 始 審 判
申 立 業 務 委 託 料

平成31年度に契約締
結した申立業務に係る
委託料のうち、翌年度
以降に支払う額

32
～

業務完了す
る年度まで

平成31年度に契
約締結した申立
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

平成31年度に契
約締結した申立
業務に係る委託
料のうち、翌年度
以降に支払う額

平 成 24 年 度 特 別 養 護
老 人 ホ ー ム 等 整 備 資 金
利 子 補 給 金

16,038 25～30 10,692 31～33 5,346 5,346

平 成 25 年 度 特 別 養 護
老 人 ホ ー ム 等 整 備 資 金
利 子 補 給 金

17,820 26～30 8,910 31～35 8,910 8,910

平 成 28 年 度 特 別 養 護
老 人 ホ ー ム 等 整 備 資 金
利 子 補 給 金

18,000 30 1,782 31～39 16,218 16,218

平 成 30 年 度 過 疎 地 域
介 護 保 険 事 業 所 人 材 育 成
修 学 資 金 貸 付 金

平成30年度に貸付の
決定をした修学資金の
うち、翌年度以降に貸
付を行う額

31
～

貸付が終
了する年
度まで

平成30年度に貸
付の決定をした
修学資金のう
ち、翌年度以降
に貸付を行う額

平成30年度に貸
付の決定をした
修学資金のうち、
翌年度以降に貸
付を行う額

平 成 31 年 度 過 疎 地 域
介 護 保 険 事 業 所 人 材 育 成
修 学 資 金 貸 付 金

平成31年度に貸付の
決定をした修学資金の
うち、翌年度以降に貸
付を行う額

32
～

貸付が終
了する年
度まで

平成31年度に貸
付の決定をした
修学資金のう
ち、翌年度以降
に貸付を行う額

平成31年度に貸
付の決定をした
修学資金のうち、
翌年度以降に貸
付を行う額

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等
整 備 費 補 助 金

10,000 31 10,000 10,000

生きがいセンター指定管理料 11,000 31～35 11,000 11,000

日 光 福 祉 保 健 セ ン タ ー
指 定 管 理 料

124,500 28～30 73,860 31～32 49,240 49,240

中宮祠デイサービスセンター
指 定 管 理 料

37,000 31～34 37,000 37,000

小 来 川 ・ 栗 山 ・ 西 川
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー
指 定 管 理 料

119,000 31～34 119,000 119,000

小 来 川 ・ 栗 山 ・ 西 川
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー
指 定 管 理 料

1,800 32～34 1,800 1,800

高 齢 者 福 祉 セ ン タ ー
「 銅 や ま な み 館 」
指 定 管 理 料

122,000 27～30 78,291 31 17,847 17,847

日光市子ども子育て支援事業計
画 策 定 委 託

3,000 31 500 500

平 成 30 年 度 過 疎 地 域 等
医 療 機 関 看 護 師 人 材 育 成
修 学 資 金 貸 付 金

平成30年度に貸付の
決定をした額

31
～

貸付が終
了する年
度まで

平成30年度に貸
付の決定をした
額

平成30年度に貸
付の決定をした
額

平 成 31 年 度 過 疎 地 域 等
医 療 機 関 看 護 師 人 材 育 成
修 学 資 金 貸 付 金

平成31年度に貸付の
決定をした額

32
～

貸付が終
了する年
度まで

平成31年度に貸
付の決定をした
額

平成31年度に貸
付の決定をした
額

成 人 健 康 診 査 業 務 委 託 料

平成30年度に契約締
結した成人健康診査
業務に係る委託料のう
ち、翌年度以降に支払
う額

31

平成30年度に契
約締結した成人
健康診査業務に
係る委託料のう
ち、翌年度以降
に支払う額

平成30年度に契
約締結した成人
健康診査業務に
係る委託料のう
ち、翌年度以降
に支払う額



− 248 −

期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

成 人 健 康 診 査 業 務 委 託 料

平成31年度に契約締
結した成人健康診査
業務に係る委託料のう
ち、翌年度以降に支払
う額

32

平成31年度に契
約締結した成人
健康診査業務に
係る委託料のう
ち、翌年度以降
に支払う額

平成31年度に契
約締結した成人
健康診査業務に
係る委託料のう
ち、翌年度以降
に支払う額

日 光 聖 苑 指 定 管 理 料 192,000 30 38,000 31～34 154,000 154,000

日 光 聖 苑 指 定 管 理 料 2,400 32～34 2,400 2,400

平 成 26 年 度 合 併 処 理
浄 化 槽 転 換 工 事 資 金
利 子 補 給 金

111 27～30 104 31 1 1

平 成 30 年 度 合 併 処 理
浄 化 槽 転 換 工 事 資 金
利 子 補 給 金

平成30年度に融資を
受けた資金の利子補
給額

31～35
平成30年度に融
資を受けた資金
の利子補給額

平成30年度に融
資を受けた資金
の利子補給額

平 成 31 年 度 合 併 処 理
浄 化 槽 転 換 工 事 資 金
利 子 補 給 金

平成31年度に融資を
受けた資金の利子補
給額

32～36
平成31年度に融
資を受けた資金
の利子補給額

平成31年度に融
資を受けた資金
の利子補給額

河 川 水 等 水 質 分 析
業 務 委 託 料

11,100 31～32 11,100 11,100

第 ２ 次 環 境 基 本 計 画
策 定 支 援 業 務 委 託

5,500 31 5,500 5,500

資源物売渡し運搬業務委託料 64,000 31～33 64,000 64,000

資源物売渡し運搬業務委託料 1,900 32～33 1,900 1,900

塵 芥 収 集 業 務 委 託 料 1,278,000 31～33 1,278,000 1,278,000

塵 芥 収 集 業 務 委 託 料 56,700 32～33 56,700 56,700

指 定 ご み 袋 製 造 ・ 保 管 配 送
業 務 委 託 料

130,000 30 54,059 31 48,614 48,614

指 定 ご み 袋 受 注 等 管 理
業 務 委 託 料

5,000 30 2,204 31 2,224 2,224

リサイクルセンター解体工事調
査 設 計 業 務 委 託 料

10,000 31 10,000 10,000

リサイクルセンター生活環境影
響 調 査 業 務 委 託 料

5,000 31 5,000 5,000

リサイクルセンター資源物処理
施設等管理運 営業 務委 託料

331,000 30 103,680 31～32 210,240 210,240

日 光 市 ク リーンセンター 周辺
環 境 モ ニ タ リ ン グ 調 査
業 務 委 託 料

5,400 31～32 4,644 4,644

クリーンセンター包括運営管理
業 務 委 託 料

3,500,000 30 686,880 31～34 2,747,540 2,747,540

環 境 セ ン タ ー 管 理 運 営
業 務 委 託 料

277,500 28～30 164,592 31～32 109,728 109,728

平 成 21 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金

11,639 21～30 30 31～33 1 1

平 成 24 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金

135 24～30 101 31 2 2

平 成 25 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金

428 25～30 377 31～33 20 20

平 成 26 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金

822 26～30 15 31～40 15 15

平 成 27 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金

261 27～30 34 31～34 12 12
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 30 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金

平成30年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市農業近代化
資金等利子補給金交
付要綱第5条に規定す
る率を乗じて得た額

31～45

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業近代化
資金等利子補給
金交付要綱第5
条に規定する率
を乗じて得た額

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業近代化
資金等利子補給
金交付要綱第5
条に規定する率
を乗じて得た額

平 成 31 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金

平成31年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市農業近代化
資金等利子補給金交
付要綱第5条に規定す
る率を乗じて得た額

32～46

平成31年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業近代化
資金等利子補給
金交付要綱第5
条に規定する率
を乗じて得た額

平成31年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業近代化
資金等利子補給
金交付要綱第5
条に規定する率
を乗じて得た額

平 成 18 年 度
ス ー パ ー 総 合 資 金
（ 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 ）
利 子 助 成 金

48,569 18～30 894 31～40 122 122

平 成 20 年 度
ス ー パ ー 総 合 資 金
（ 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 ）
利 子 助 成 金

24,680 20～30 2,865 31 2 2

平 成 21 年 度
ス ー パ ー 総 合 資 金
（ 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 ）
利 子 助 成 金

27,964 21～30 1,269 31～41 479 479

平 成 22 年 度
ス ー パ ー 総 合 資 金
（ 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 ）
利 子 助 成 金

1,524 22～30 219 31 1 1

平 成 26 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

936 26～30 553 31 2 2

平 成 27 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

1,498 27～30 705 31～32 48 48

平 成 28 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

894 28～30 678 31～33 216 216

平 成 29 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

408 29～30 232 31～34 176 176

平 成 30 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

平成30年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市農業振興資
金利子補給金交付要
綱第5条に規定する率
を乗じて得た額

31～35

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業振興資
金利子補給金交
付要綱第5条に
規定する率を乗
じて得た額

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業振興資
金利子補給金交
付要綱第5条に
規定する率を乗
じて得た額

平 成 31 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

平成31年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市農業振興資
金利子補給金交付要
綱第5条に規定する率
を乗じて得た額

32～36

平成31年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業振興資
金利子補給金交
付要綱第5条に
規定する率を乗
じて得た額

平成31年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業振興資
金利子補給金交
付要綱第5条に
規定する率を乗
じて得た額
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 30 年 度
東日本大震災の被災に伴う農漁
業緊急支援資 金利 子補 給金

平成30年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市東日本大震
災の被災に伴う農漁業
緊急支援資金利子補
給金交付要綱第5条に
規定する率を乗じて得
た額

31～35

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市東日本大震
災の被災に伴う
農漁業緊急支援
資金利子補給金
交付要綱第5条
に規定する率を
乗じて得た額

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市東日本大震
災の被災に伴う
農漁業緊急支援
資金利子補給金
交付要綱第5条
に規定する率を
乗じて得た額

平 成 31 年 度
東日本大震災の被災に伴う農漁
業緊急支援資 金利 子補 給金

平成31年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市東日本大震
災の被災に伴う農漁業
緊急支援資金利子補
給金交付要綱第5条に
規定する率を乗じて得
た額

32～36

平成31年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市東日本大震
災の被災に伴う
農漁業緊急支援
資金利子補給金
交付要綱第5条
に規定する率を
乗じて得た額

平成31年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市東日本大震
災の被災に伴う
農漁業緊急支援
資金利子補給金
交付要綱第5条
に規定する率を
乗じて得た額

農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー
指 定 管 理 料

30,000 31～35 29,400 29,400

市有林森林経 営業 務委 託料

平成28年度に契約締
結した森林経営業務
に係る委託料のうち、
翌年度以降に支払う
額

31～33

平成28年度に契
約締結した森林
経営業務に係る
委託料のうち、
翌年度以降に支
払う額

平成28年度に契
約締結した森林
経営業務に係る
委託料のうち、翌
年度以降に支払
う額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 18 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成18年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額

31～32

平成18年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額

平成18年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 19 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成19年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

31～33

平成19年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成19年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 20 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成20年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

31～34

平成20年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成20年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 21 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成21年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

31～35

平成21年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成21年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 22 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成22年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

23～30 2,991 31

平成22年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成22年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 22 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成22年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

32～36

平成22年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成22年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 23 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成23年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

24～30 2,134 31～32

平成23年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成23年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 23 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成23年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

33～37

平成23年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成23年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 24 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成24年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

25～30 1,389 31～33

平成24年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成24年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 24 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成24年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

34～38

平成24年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成24年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 25 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成25年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

26～30 564 31～34

平成25年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成25年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 25 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成25年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

35～39

平成25年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成25年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 26 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成26年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

27～30 389 31～35

平成26年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成26年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 26 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成26年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

36～40

平成26年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成26年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 27 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成27年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

28～30 396 31～41

平成27年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成27年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 28 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成28年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

29～30 186 31～42

平成28年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成28年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 29 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成29年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

31～43

平成29年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成29年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 30 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成30年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

31～44

平成30年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成30年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 31 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成31年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負担
金算定の対象となるも
のについては、平成19
年10月1日締結の損失
補償契約書の変更契
約書第1条によるものと
する。

31～45

平成31年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成31年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2分
の1に相当する
額。ただし、責任
共有制度におけ
る負担金方式に
よる負担金算定
の対象となるもの
については、平
成19年10月1日
締結の損失補償
契約書の変更契
約書第1条による
ものとする。

小倉町周辺整備商業施設取得
等資金融資に対する損失補償

403,000 31～56 288,355 288,355

平成27年度台風第18号等大雨
被害に伴う中小企業振興資金
融 資 利 子 助 成 金

24,400 27～30 9,765 31～37 14,635 14,635

中 心 市 街 地 集 客 拠 点
施 設 指 定 管 理 料

400,000 30 79,850 31～34 319,400 319,400

中 心 市 街 地 集 客 拠 点
施 設 指 定 管 理 料

6,000 32～34 6,000 6,000

海外観光情報発信強化・プロ
モ ー シ ョ ン 業 務 委 託 料

36,000 31～33 36,000 36,000

観 光 誘 客 プ ロ モ ー シ ョ ン
業 務 委 託 料

23,000 29～30 20,000 31 3,000 3,000

温 泉 保 養 セ ン タ ー
「 か た く り の 湯 」
指 定 管 理 料

221,000 28～30 131,100 31～32 89,020 89,020

今市宿市縁ひろば指定管理料 17,000 31～33 16,959 16,959

日 光 郷 土 セ ン タ ー
指 定 管 理 料

40,000 27～30 31,080 31 7,914 7,914

霧 降 高 原 キ ス ゲ 平 園 地
指 定 管 理 料

152,000 28～30 90,180 31～32 61,234 61,234
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

温泉保養センター「やしおの湯」
及び「日光温泉」指定管理料

11,500 28～30 6,810 31～32 4,626 4,626

小 倉 山 森 林 公 園
指 定 管 理 料

124,000 29～30 49,420 31～33 74,130 74,130

小 倉 山 森 林 公 園
指 定 管 理 料

1,400 32～33 1,400 1,400

上 三 依 水 生 植 物 園
指 定 管 理 料

29,500 28～30 17,310 31～32 11,754 11,754

足 尾 環 境 学 習 セ ン タ ー
指 定 管 理 料

16,000 27～30 12,480 31 3,178 3,178

温 泉 保 養 セ ン タ ー
「 鬼 怒 川 公 園 岩 風 呂 」
指 定 管 理 料

19,800 30 6,600 31～32 13,200 13,200

温 泉 保 養 セ ン タ ー
「 鬼 怒 川 公 園 岩 風 呂 」
指 定 管 理 料

300 32 300 300

平 成 30 年 度 民 間 建 築 物
耐 震 改 修 等 補 助 金

13,300 31～32 13,300 9,975 3,325

平 成 30 年 度 民 間 建 築 物
耐 震 改 修 等 補 助 金

平成31年度に交付の
決定をした補助金のう
ち、翌年度以降に交付
する額

32

平成31年度に交
付の決定をした
補助金のうち、
翌年度以降に交
付する額

平成31年度に交
付の決定をした
補助金のうち、翌
年度以降に交付
する額

市道国道120号～千手が浜線道
路 補 修 工 事 費

28,800 32 28,800 28,800

市道文挟～猪倉線道路用地所
有権移転請求権仮登記抹消登
記手続請求訴 訟業 務委 託料

平成30年度に契約締
結した訴訟業務に係る
委託料のうち、翌年度
以降に支払う額

31
～

事件が完結
するまで

平成30年度に契
約締結した訴訟
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

平成30年度に契
約締結した訴訟
業務に係る委託
料のうち、翌年度
以降に支払う額

日光東町交通 渋滞 緩和 対策
業 務 委 託 料

9,300 31 9,300 9,300

JR 下 野 大 沢 駅 請 願 口 簡 易
改 札 機 等 保 守 委 託 料

360 28～30 140 31～33 141 141

JR 下 野 大 沢 駅 請 願 口 簡 易
改 札 機 等 借 上 料

6,600 28～30 2,544 31～33 2,592 2,592

JR 文 挾 駅 請 願 口 簡 易
改 札 機 等 保 守 委 託 料

360 28～30 140 31～33 141 141

JR 文 挾 駅 請 願 口 簡 易
改 札 機 等 借 上 料

6,600 28～30 2,544 31～33 2,592 2,592

都 市 公 園 指 定 管 理 料 231,500 28 ～ 30 137,490 31～32 93,358 93,358

ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 料 120,000 31～33 120,000 120,000

ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 料 40,000 31～34 40,000 40,000

外 国 語 指 導 助 手
派 遣 業 務 委 託 料

45,000 31～33 45,000 45,000
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

小中学校心臓検診業務委託料 4,400 31 4,400 4,400

小中学校腎臓検診業務委託料 1,900 31 1,900 1,900

平成26年度奨学資 金貸 付金 149,760 27～30 149,280

31
～

貸付が終
了する年
度まで

480 480

平成27年度奨学資 金貸 付金 134,640 28～30 110,040

31
～

貸付が終
了する年
度まで

24,600 24,600

平成28年度奨学資 金貸 付金 154,320 29～30 96,240

31
～

貸付が終
了する年
度まで

58,080 58,080

平成29年度奨学資 金貸 付金 165,120 30 50,520

31
～

貸付が終
了する年
度まで

114,600 114,600

平成30年度奨学資 金貸 付金

平成30年度に貸付の
決定をした奨学金のう
ち、翌年度以降に貸付
を行う額

31
～

貸付が終
了する年
度まで

平成30年度に貸
付の決定をした
奨学金のうち、
翌年度以降に貸
付を行う額

平成30年度に貸
付の決定をした
奨学金のうち、翌
年度以降に貸付
を行う額

平成3１年度奨学資金貸付金

平成3１年度に貸付の
決定をした奨学金のう
ち、翌年度以降に貸付
を行う額

32
～

貸付が終
了する年
度まで

平成3１年度に貸
付の決定をした
奨学金のうち、
翌年度以降に貸
付を行う額

平成31年度に貸
付の決定をした
奨学金のうち、翌
年度以降に貸付
を行う額

小 学 校 警 備 業 務 委 託 料 54,500 28 ～ 30 35,719 31～32 17,380 17,380

小 学 校 自 家 用 電 気 工 作 物
保 安 管 理 業 務 委 託 料

8,000 28 ～ 30 4,619 31～32 3,079 3,079

中 学 校 警 備 業 務 委 託 料 26,100 28 ～ 30 17,381 31～32 8,690 8,690

中 学 校 自 家 用 電 気 工 作 物
保 安 管 理 業 務 委 託 料

4,000 28 ～ 30 2,381 31～32 1,587 1,587

三依小中学校屋内運動場及び
三 依 公 民 館
新 築 設 計 業 務 委 託 料

40,000 31 40,000 40,000

杉 並 木 公 園 ギ ャ ラ リ ー
指 定 管 理 料

23,500 28～30 13,800 31～32 9,372 9,372

今 市 文 化 会 館
指 定 管 理 料

363,500 28～30 215,880 31～32 146,586 146,586

図 書 館 指 定 管 理 料 785,000 29～30 313,399 31～33 471,030 471,030

図 書 館 指 定 管 理 料 8,800 32～33 8,800 8,800

小 杉 放 菴 記 念 日 光 美 術 館
指 定 管 理 料

285,000 31～35 284,270 284,270

運 動 公 園 等 指 定 管 理 料 268,500 28～30 159,360 31～32 108,208 108,208
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

平 成 30 年 度 末 平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

運 動 公 園 等 指 定 管 理 料 500 31～32 500 500

霧降スケートセンター及び細尾
ドームリンク冷凍機・冷却塔改修
工 事 設 計 業 務 委 託 料

9,300 31 9,300 4,638 4,662

日光運動公園・細尾ドームリン
ク ・ 日 光 体 育 館 指 定 管 理 料

321,000 28～30 191,785 31～32 128,836 128,836

日光運動公園・細尾ドームリン
ク ・ 日 光 体 育 館 指 定 管 理 料

2,400 32 2,400 2,400

霧 降 ス ケ ー ト セ ン タ ー
指 定 管 理 料

187,000 31～35 187,000 187,000

西 川 運 動 場 指 定 管 理 料 56,500 28 ～ 30 33,360 31～32 22,652 22,652

学 校 給 食 調 理 等
業 務 委 託 料
（今市第二小、今市第三小、大
室小、落合東小、落合西小、落
合中、藤原学校給食センター）

343,000 30 104,000 31～32 239,000 239,000

学校給食調理 等業 務委 託料
（ 南 原 小 、 大 沢 小 、 猪 倉 小 、
日 光 小 、 大 沢 中 ）

230,000 31～33 189,000 189,000

学校給食調理 等業 務委 託料
（今市中、日光学校給食セン
ター、足尾学校給食センター）

53,000 31 53,000 53,000

学校給食調理 等業 務委 託料
（ 今 市 中 、 豊 岡 中 、
日 光 学 校 給 食 セ ン タ ー 、
足 尾 学 校 給 食 セ ン タ ー ）

272,000 31～34 272,000 272,000

（旧今市市分）

平 成 16 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金
（ 公 害 防 止 資 金 ）

5,067 16～30 5,040 31 27 27

平 成 ９ 年 度 農 業 経 営
基 盤 強 化 資 金
利 子 補 給 金

2,748 9～30 1,131 31 4 4

平 成 10 年 度 農 業 経 営
基 盤 強 化 資 金
利 子 補 給 金

5,547 10～30 5,546 31 1 1

平 成 11 年 度 農 業 経 営
基 盤 強 化 資 金
利 子 補 給 金

5,563 11～30 4,305 31 3 3

平 成 12 年 度 農 業 経 営
基 盤 強 化 資 金
利 子 補 給 金

3,527 12～30 2,290 31～33 6 6

平 成 13 年 度 農 業 経 営
基 盤 強 化 資 金
利 子 補 給 金

3,270 13～30 599 31～36 22 22

（旧日光市分）

日 光 市 民 病 院 介 護 老 人
保 健 施 設 補 助 事 業

424,462 13～30 325,555 31～38 98,907 98,907
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１．

２．

３．

(3) そ の 他 64,174 62,056 1 8,328

地方債の平成29年度（2017年度）末における現在高並びに平成30年度

（2018年度）末及び平成31年度（2019年度）末における現在高の見込に

関する調書

現在高見込額元 金 償 還
起 債 見 込 額

平成31年度中

見 込 額

平成31年度末

282,840

1,316,902 1,340,579

合 計 62,841,307

(2) 減 税 補 て ん 373,656

(2)

県 振 興 資 金

そ の 他

(1)

(9)

(10)

災 害 復 旧 債

教 育

過 疎 対 策

農 林(1)

消 防

商 工

土 木

1,689,929

85,400

6,912,636 6,844,515

2,201,205

814,100

(8)

(5)

(6)

(7)

(3)

(4)

住 宅

衛 生

農 林 水 産

39,887,700

1,336,451

6,860,049

2,036,976

9,190,077

832,910

3,573,180

215,63267,208

(3) 臨 時財政対策

3,454,205

308,059

75,693

8,371

1,838,954

195,500

27,000

148,981

503,624

3,479,900

(2)

5,552,640

6,187,164

34,103

5,970,864

691,500

171,700

209,301

434,909

805,614

105,606

1,409,565

72,985

798,566

231,484 2,908,688

552,359

191,229

596,413

1,515,252 30,500

1,351,346

884,700

95,400

472,400

207,200

総 務

民 生

平成30年度末

8,613,436

39,862,005

813,203

平成29年度末

普 通 債

区 分

(1)

631,385

501,285

22,344,00722,370,791

79,876

635,295

2,607,737 2,968,472

3,659,692

6,048,023

2,349,786

3,535,689

6,141,850

5,507,856

1,291,124

58,394,900 4,931,503 62,406,6665,366,144

平成31年度中

平成 31 年 度 中増減見込み

（単位：千円）

20,680,233 20,720,588 1,222,000 1,582,744 20,359,844

35,392,724

4,426,500

現在高見込額現 在 高

437,07856,286

1,347,077

1

1,417,500 21,922,553

189,002

53,729

34,10165,926

土 木 493,363



国民健康保険事業特別会計
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平成３１年度(２０１９年度)日光市国民健康保険事業特別会計予算 
 

平成３１年度(２０１９年度)日光市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，０８１，６９０千円、直

営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６９，９７５千円と定める。 

２ 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれら

の経費の各項の間の流用 
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第１表　歳入歳出予算（事業勘定）
 歳　入

金 額

歳 入 合 計
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 歳　出
金 額

歳 出 合 計
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第１表　歳入歳出予算（直営診療施設勘定）
 歳　入

金 額

歳 入 合 計
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 歳　出
金 額

歳 出 合 計
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第 ２ 表   債務負担行為　（事業勘定）　
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第 ３ 表    地  方  債　（事業勘定）　
（単位：千円）

財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 1 普通貸借 無利子
　債権者と協定す
るところによる。

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
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第 ３ 表    地  方  債　（直営診療施設勘定）　
（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

医 療 設 備 整 備 事 業 1



予算に関する説明書
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１　総 　括
  （歳　入）

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）
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  （歳　出）



− 271 −
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２ 歳　入



− 273 −



− 274 −
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− 278 −



− 279 −



− 280 −



− 281 −
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３　歳　出

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源



− 283 −

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源



− 293 −

  

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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１　総 　括
  （歳　入）

歳入歳出予算事項別明細書（直営診療施設勘定）
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  （歳　出）
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２ 歳　入



− 300 −



− 301 −



− 302 −
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３　歳　出

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 307 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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給 与 費 明 細 書 　　（事業勘定）
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給 与 費 明 細 書 　　（直営診療施設勘定）
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− 315 −



− 316 −



− 317 −
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（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

特 定 保 健 指 導
業 務 委 託 料

平成29年度に契約締
結した特定保健指導
業務に係る委託料のう
ち、翌年度以降に支
払う額

30 7,126 31～35

平成29年度に契
約締結した特定
保健指導業務に
係る委託料のう
ち、実施の翌年
度以降に支払う
額

平成29年度に契
約締結した特定
保健指導業務に
係る委託料のう
ち、実施の翌年
度以降に支払う
額

特 定 健 康 診 査
業 務 委 託 料

平成30年度に契約締
結した特定健康診査
業務に係る委託料のう
ち、翌年度に支払う額

31

平成30年度に契
約締結した特定
健康診査業務に
係る委託料のう
ち、翌年度に支
払う額

平成30年度に契
約締結した特定
健康診査業務に
係る委託料のう
ち、翌年度に支
払う額

若年層保健指導業務委託料

平成29年度に契約締
結した若年層保健指
導業務に係る委託料
のうち、翌年度以降に
支払う額

30 200 31～35

平成29年度に契
約締結した若年
層保健指導業務
に係る委託料の
うち、翌年度以
降に支払う額

平成29年度に契
約締結した若年
層保健指導業務
に係る委託料の
うち、翌年度以降
に支払う額

若 年 層 一 般 健 康 診 査
業 務 委 託 料

平成30年度に契約締
結した若年層一般健
康診査業務に係る委
託料のうち、翌年度に
支払う額

31

平成30年度に契
約締結した若年
層一般健康診査
業務に係る委託
料のうち、翌年
度に支払う額

平成30年度に契
約締結した若年
層一般健康診査
業務に係る委託
料のうち、翌年度
に支払う額

若 年 層 一 般 健 康 診 査
業 務 委 託 料

平成31年度に契約締
結した若年層一般健
康診査業務に係る委
託料のうち、翌年度に
支払う額

32

平成31年度に契
約締結した若年
層一般健康診査
業務に係る委託
料のうち、翌年
度に支払う額

平成31年度に契
約締結した若年
層一般健康診査
業務に係る委託
料のうち、翌年度
に支払う額

限 度 額事 項

左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）

特 定 財 源

一般財源

債 務 負 担 行 為 で 平 成 31 年 度 （ 2019 年 度 ） 以 降 に わ た る も の に つ い て の
平 成 30 年 度 （ 2018 年 度 ） 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 及 び
平 成 31 年 度 （ 2019 年 度 ） 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

平 成 30 年 度 末

ま で の 支 出

（ 見 込 ） 額

平 成 31 年 度 以 降

の 支 出 予 定 額

（事業勘定）
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地方債の平成29年度（2017年度）末における現在高並びに平成30年度

（2018年度）末及び平成31年度（2019年度）末における現在高の見込に

関する調書　　　（事業勘定）

合 計 2,227 88,054 1 275 87,780

医療設備整備事業債 2,227 3,454 1 275 3,180

医療施設整備事業債 84,600 84,600

平成31年度中
現 在 高 現在高見込額 元 金 償 還 現在高見込額

起 債 見 込 額 見 込 額

地方債の平成29年度（2017年度）末における現在高並びに平成30年度

（2018年度）末及び平成31年度（2019年度）末における現在高の見込に

関する調書　　　（直営診療施設勘定）

（単位：千円）

区 分
平成29年度末 平成30年度末

平成 31 年 度 中増減見込み
平成31年度末

平成31年度中

元 金 償 還 現在高見込額
起 債 見 込 額 見 込 額

財 政 安 定 化
基 金 貸 付 金

1 1

（単位：千円）

区 分
平成29年度末 平成30年度末

平成 31 年 度 中増減見込み
平成31年度末

平成31年度中 平成31年度中
現 在 高 現在高見込額



後期高齢者医療事業特別会計
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平成３１年度(２０１９年度)日光市後期高齢者医療事業特別会計予算 
 

平成３１年度(２０１９年度)日光市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，１４０，５２０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 
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第１表　歳入歳出予算
 歳　入

金 額

歳 入 合 計



− 322 −

 歳　出
金 額

歳 出 合 計
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第 ２ 表   債務負担行為　



予算に関する説明書
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１　総 　括
  （歳　入）

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書



− 325 −

  （歳　出）



− 326 −



− 327 −

２ 歳　入



− 328 −



− 329 −



− 330 −



− 331 −

３　歳　出

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 333 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源



− 334 −

  

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 335 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源



− 336 −

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

は つ ら つ 健 康 診 査
業 務 委 託 料

平成30年度に契約締
結したはつらつ健康診
査業務に係る委託料
のうち、翌年度に支払
う額

31

平成30年度に契
約締結したはつ
らつ健康診査業
務に係る委託料
のうち、翌年度
に支払う額

平成30年度に契
約締結したはつ
らつ健康診査業
務に係る委託料
のうち、翌年度に
支払う額

は つ ら つ 健 康 診 査
業 務 委 託 料

平成31年度に契約締
結したはつらつ健康診
査業務に係る委託料
のうち、翌年度に支払
う額

32

平成31年度に契
約締結したはつ
らつ健康診査業
務に係る委託料
のうち、翌年度
に支払う額

平成31年度に契
約締結したはつ
らつ健康診査業
務に係る委託料
のうち、翌年度に
支払う額

左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）

特 定 財 源

一般財源

債 務 負 担 行 為 で 平 成 31 年 度 （ 2019 年 度 ） 以 降 に わ た る も の に つ い て の
平 成 30 年 度 （ 2018 年 度 ） 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 及 び
平 成 31 年 度 （ 2019 年 度 ） 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

平 成 30 年 度 末

ま で の 支 出

（ 見 込 ） 額

平 成 31 年 度 以 降

の 支 出 予 定 額限 度 額事 項



介護保険事業特別会計
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平成３１年度(２０１９年度)日光市介護保険事業特別会計予算 
 
 平成３１年度(２０１９年度)日光市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，２８９，４４２千円、

介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，９２９千円と定め

る。 

２ 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれら

の経費の各項の間の流用 
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第１表　歳入歳出予算（保険事業勘定）
 歳　入

金 額

歳 入 合 計
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 歳　出
金 額

歳 出 合 計
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第１表　歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）
 歳　入

 歳　出

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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第 ２ 表   債務負担行為　（保険事業勘定）　
（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

第8期介護保険事業計画策定調査業務委託料
自　平 成 31 年 度
至　平 成 32 年 度

3,000

第 ３ 表    地  方  債　（保険事業勘定）　
（単位：千円）

1財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 限 度 額 起債の 方法 利 率

普通貸借 無利子
　債権者と協定する
ところによる。



 



予算に関する説明書
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１　総 　括
  （歳　入）

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）
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  （歳　出）



− 345 −



− 346 −

２ 歳　入



− 347 −



− 348 −



− 349 −



− 350 −



− 351 −



− 352 −



− 353 −
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３　歳　出

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源



− 355 −

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 356 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源



− 357 −

  

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 358 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源



− 359 −

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 360 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源



− 361 −

  

  

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 362 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源



− 363 −

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 364 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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１　総 　括
  （歳　入）

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）
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  （歳　出）



− 370 −



− 371 −

２ 歳　入



− 372 −



− 373 −

３　歳　出

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源



− 374 −

  

  

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 375 −

給 与 費 明 細 書 　　（保険事業勘定）



− 376 −

（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

第8期介護保険事業計画策定
調 査 業 務 委 託 料

3,000 31～32 3,000 3,000

ま で の 支 出
の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

一般財源
（ 見 込 ） 額

平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）

債 務 負 担 行 為 で 平 成 31 年 度 （ 2019 年 度 ） 以 降 に わ た る も の に つ い て の
平 成 30 年 度 （ 2018 年 度 ） 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 及 び
平 成 31 年 度 （ 2019 年 度 ） 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

事 項 限 度 額

平 成 30 年 度 末

（保険事業勘定）
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診療所事業特別会計
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平成３１年度(２０１９年度)日光市診療所事業特別会計予算 
 

平成３１年度(２０１９年度)日光市の診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５９，３３７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 
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第１表　歳入歳出予算
 歳　入

金 額

歳 入 合 計



− 380 −

 歳　出
金 額

歳 出 合 計
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第 ２ 表   債務負担行為



予算に関する説明書
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１　総 　括
  （歳　入）

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書



− 383 −

  （歳　出）



− 384 −



− 385 −

２ 歳　入



− 386 −



− 387 −



− 388 −
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３　歳　出

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源



− 390 −

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 391 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源



− 392 −

  

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 393 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源



− 394 −

  

  

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 395 −

給 　与　 費 　明　 細　 書



− 396 −



− 397 −



− 398 −



− 399 −



− 400 −



− 401 −

（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

奥 日 光 診 療 所
指 定 管 理 料

119,000 29～30 47,440 31～33 71,560 49,272 22,288

奥 日 光 診 療 所
指 定 管 理 料

1,400 32～33 1,400 1,400

小 来 川 診 療 所
指 定 管 理 料

31,200 29～30 20,640 31 10,512 6,530 3,982

三 依 診 療 所
指 定 管 理 料

36,000 29～30 14,380 31～33 21,620 15,243 6,377

三 依 診 療 所
指 定 管 理 料

500 32～33 500 500

債 務 負 担 行 為 で 平 成 31 年 度 （ 2019 年 度 ） 以 降 に わ た る も の に つ い て の
平 成 30 年 度 （ 2018 年 度 ） 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 及 び
平 成 31 年 度 （ 2019 年 度 ） 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

事 項 限 度 額

平 成 30 年 度 末

ま で の 支 出
の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

一般財源
（ 見 込 ） 額

平 成 31 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）

医 療 設 備 整 備 事 業 債 24,358

現 在 高

平 成 29 年 度 末

起 債 見 込 額

21,7775,75419,431 8,100

平 成 30 年 度 末

元 金 償 還

平 成 31 年 度 中平 成 31 年 度 中

見 込 額

（単位：千円）

平 成 31 年 度 中 増 減 見 込 み
平 成 31 年 度 末

区 分

現 在 高 見 込 額 現 在 高 見 込 額

関する調書

（2018年度）末及び平成31年度（2019年度）末における現在高の見込に

地方債の平成29年度（2017年度）末における現在高並びに平成30年度



温泉事業特別会計
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平成３１年度(２０１９年度)日光市温泉事業特別会計予算 
 

平成３１年度(２０１９年度)日光市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７０，４３１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 
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第１表　歳入歳出予算
 歳　入

 歳　出

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計



予算に関する説明書
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１　総 　括
  （歳　入）

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書



− 405 −

  （歳　出）



− 406 −



− 407 −

２ 歳　入



− 408 −



− 409 −



− 410 −
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３　歳　出

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 413 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



 



銅山観光事業特別会計
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平成３１年度(２０１９年度)日光市銅山観光事業特別会計予算 
 

平成３１年度(２０１９年度)日光市の銅山観光事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５５，１９０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 
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第１表　歳入歳出予算
 歳　入

 歳　出

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計



予算に関する説明書
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１　総 　括
  （歳　入）

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書



− 418 −

  （歳　出）



− 419 −



− 420 −

２ 歳　入



− 421 −



− 422 −



− 423 −



− 424 −

３　歳　出

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 426 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 428 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 430 −

給 　与　 費 　明　 細　 書



− 431 −



− 432 −



− 433 −



− 434 −



下水道事業特別会計
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平成３１年度(２０１９年度)日光市下水道事業特別会計予算 
 

平成３１年度(２０１９年度)日光市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９７５，４４５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５００，０００千円と定める。 
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第１表　歳入歳出予算
 歳　入

金 額

歳 入 合 計



− 437 −

 歳　出
金 額

歳 出 合 計



− 438 −

第 ２ 表   債務負担行為



予算に関する説明書
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１　総 　括
  （歳　入）

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書



− 440 −

  （歳　出）



− 441 −



− 442 −

２ 歳　入



− 443 −



− 444 −



− 445 −



− 446 −



− 447 −



− 448 −

３　歳　出

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 450 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源
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説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳



− 452 −

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源



− 453 −

  

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源



− 455 −

  

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

特 定 財 源款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源



− 457 −

  

  

  
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

説 明

内 訳

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額

内 訳
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給 　与　 費 　明　 細　 書
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− 461 −



− 462 −



− 463 −



− 464 −



公共用地先行取得事業特別会計



 



− 465 −

平成３１年度(２０１９年度)日光市公共用地先行取得事業特別会計予算 
 

平成３１年度(２０１９年度)日光市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 
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第１表　歳入歳出予算
 歳　入

金 額

歳 入 合 計
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 歳　出
金 額

歳 出 合 計



− 468 −

第 ２ 表    地  方  債



予算に関する説明書
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　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書
１　総 　括
  （歳　入）
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  （歳　出）
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２ 歳　入



− 473 −



− 474 −



− 475 −



− 476 −

３　歳　出

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明

内 訳 節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明 金 額
説 明
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款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
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  内 訳

金 額
説 明

節

一 般 財 源 区 分 金 額 節の説明



− 480 −




